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医療費が増える背■にはさまざまな要

因がありますが わ たしたちのちょっと

した心がけで医療資を節約することがで

きますt

Oお医者さんのかけもちはやめましょう。

②時間夕ヽ 休日受診まなるべく避けましょう。

③案をたくさん欲しがるのは やめましょう。

④家庭医を持ちましょう

0お 医言さんをl_頼し、指示を守りましよう

0定 期的に健康診断を受け 早 期発見 早 期

治療をいがけましょう。
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1人 当たり医療貫推移

公募により指定管理者を定めた施設

施 設 指定宮理言
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